
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

昨年度からの変更点がありますので， 

必ずご一読ください。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

三原市敬老事業 

補助金申請の手引き 

令和５年度版 



 

- 1 -

  



 

- 2 -

 

昨年度からの変更点（必ずお読みください） 

 

 

 個人情報保護法の改正に基づき，個人情報の取扱いをより厳格に

するため，対象者の名簿貸出を希望される場合は，｢敬老事業対象

者名簿貸出依頼書｣と併せて，代表者（町内会長等）と三原市で 

覚書を交わすことになりました。覚書は代表者名で署名捺印の

うえ，２部提出してください(1 部は町内会の控えとなります)。 

 

 名簿を窓口で受け取られる団体様で，代表者以外が来庁される場

合は，同封の委任状（委任者・受任者を記入したもの），

身分証明書ご持参ください(受領書に署名していただきます)。 

 

 補助金の交付を希望する町内会等ごとに，原則町内会等の会長

の名前で申請を行ってください。申請書から請求書まで同じ名称

で統一してください。 

途中で代表者の交代などありましたらご連絡ください。 

 

 実績報告書を提出する際は，対象者名簿と併せて，事業を実施し

たことが分かる書類（敬老会の写真，配った記念品の写真等）を

添付してください。 
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申請にあたっての注意点（必ずお読みください） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 提出書類はボールペン等でご記入いただき，訂正箇所には訂正印

をお願いします。 

 

 書類を高齢者福祉課窓口に持ってこられるときは，念のため申請

者(代表者)の印鑑をお持ちください。 

 

 決定通知後に，補助金額が増額（対象者数が増加等）となる場

合，変更申請が必要です。高齢者福祉課までご相談ください。 

 

 交付決定後に敬老事業を実施してください。交付決定日前の領

収書は対象外になります。 

 

 概算払い（事業実施前の支払い）を希望される場合は，「敬老事業

実施にかかるアンケート」にて，その旨をお伝えください。 

事業実施一ヶ月前までにご連絡いただけない場合，補助金の振込

が事業実施日に間に合わない場合があります。 

 

 支出の内容を証する書類は５年間保存してください。 

 

 各種様式につきましては，三原市から送付するほか，高齢者福祉

課ホームページにも掲載しております。ご活用ください。 

 

 

 

 

 

 

 

申請の際に消えるボールペン，修正液

を使用している場合は受付できません 
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敬老事業補助金について 

 

◆補助金の交付対象 

 市内各地域において実施する敬老事業の実施団体 

 

◆補助対象者 

敬老事業実施日において，三原市の住民基本台帳に記載されている

今年度 75 歳以上の高齢者（昭和２４年４月１日以前の生まれ）で，

敬老事業に参加（敬老会出席，記念品等受け取り）した人。 

 

※１人の高齢者について対象になるのは年度内に一回限りです。他の

実施団体と重複して申請することはできません。（申請の後，開催ま

でに施設に入所した人，住所変更した人などは対象外となりますので，

ご注意ください） 

  

◆補助金の額 

 ①会を開催する場合 

対象高齢者の人数に 1 人当たり２，６００円（上限）を乗じた額。 

 ②会を開催しない場合（記念品配布のみ） 

  対象高齢者の人数に 1 人当たり２，０００円（上限）を乗じた額。 

   

この額より敬老事業に要する経費が下回る場合は，その経費が補助金

の額となります。 

 

◆市長・部課長等が敬老会に出席する場合の食事の対応について 

市長・部課長等へ食事を提供する場合の食事代は，補助金とは別に行

政側で負担しますので，食事を提供される場合は，補助金交付申請時に

「敬老事業実施にかかるアンケート」に実費相当額（予定額）を記入し

てください。 

<<補助金の対象となる経費>> 

対象経費 対象経費の具体例 

① 敬老事業の実施に係る直接事務費 コピー代，郵便料，会場借上げ費 等 

② 敬老事業の実施に係るアトラクショ
ン等に要する経費 

講師出謝金 等 

③ 敬老事業の開催当日に係る賄材料費
及び食糧費 

食事代，仕出弁当代 等 ※会当日のものに限ります 

④ 記念品等の購入費（商品券その他金券
類を除く。）及び配付に要する経費 

記念品代，梱包料，袋代，宅配料，直接配付時の配付人の飲料 等 

⑤ その他市長が必要と認めるもの  

※事前会議や打ち上げ等の飲食費は補助金の対象経費に含まれません。 
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補助金申請の流れ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

申請 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

報告 

 

 

 

 

 

 

 

請求 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

敬
老
事
業
実
施
団
体 

三 

原 

市 

７月以降，名簿貸出 

窓口で手渡し希望の場合，身分証明書をご持参ください 

 代表者以外の方が取りに来られる場合，委任状をご持参ください 

確定通知 

決定通知 

支払い 

請求書提出後不備がなければ 

30 日以内に指定口座に振込みます 

手引き，申請書類一式送付 

敬老事業実施 

□ 敬老事業対象者名簿貸出依頼書（様式第１号） 

（名簿が必要な団体のみ提出） 

□ 覚書（２部） 

 

締切７月 1４日 

□ 敬老事業補助金(概算払)交付請求書（様式第９号） 

□ 通帳の写し（支店名，口座名義等記載ページ） 

□ 市長又は代理出席者の出席負担金請求書 

（行政出席者に食事の提供をした団体のみ） 

□ 敬老事業補助金交付申請書（様式第２号） 

□ 敬老事業実施に係るアンケート 
締切 8 月 10 日 

□ 敬老事業補助金交付実績報告書（様式第７号） 

□ 支出を証する書類（実施状況の写真，領収書等コピー可） 

□ 対象者名簿（○，キ，×の記入をしたもの） 

※敬老事業終了後，１ヶ月以内に提出 
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≪各書類の記入例と注意事項≫ 
 

◎敬老事業対象者名簿貸出依頼書 
 

様式第１号（第６条関係） 

年  月  日 

 

三   原   市   長  様 

 

団体名   ○○町内会          

代表者 住所   三原市港町三丁目５－１    

役職・名前 会長 三原 太郎 ㊞  

電話番号 0848－67－6055       

※代表者が手書きしない場合及び法人の場合は，押印してください。 
 

敬老事業対象者名簿貸出依頼書 

 

このことについて，次のとおり敬老事業対象者名簿が必要ですので，名簿の貸出し

を依頼します。なお，名簿を借り受けたときは，当該事業の目的以外には使用いた

しません。 

 

 
記 

 

事 業 の 名 称 敬老事業 

事 業 の 目 的 
市民が高齢者の福祉について関心と理解を深め，かつ高齢者

が自らの生きがいを高めるため 

事 業 の 開 催 日 令和 ５ 年 ９ 月 １９ 日 

事 業 の 内 容 敬老祝賀会 

名 簿 の 内 容 当該年度に満年齢７５歳以上になる者の氏名・ふりがな・住所  

 

 

 

 

 

代表者の方の住所，役職，名前，

電話番号を記入して下さい。 

 

記入例  

記念品配布のみの場合 

「敬老記念品配布」等と記載 
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敬老事業対象者名簿の取扱いに関する覚書 

 

 

 

三原市（以下「甲」という。）と   〇〇町内会   （以下「乙」という。）とは，

敬老事業を実施するために必要となる敬老事業対象者名簿（以下「名簿」という。）の

取扱いに関して，次のとおり覚書を締結する。 

 

 （基本的事項） 

１ 乙は，甲が提供する名簿について，個人情報の保護に関する法律（平成１５年法

律第５７号）に基づき，個人の権利利益を侵害することのないよう個人情報を適正

に取り扱わなければならない。 

 （秘密の保持） 

２ 乙は，甲が提供する名簿で知り得た個人情報の内容をみだりに他人に知らせ，又

は不当な目的に使用してはならない。敬老事業が終了し，名簿を返却した後も，同

様とする。 

 （目的外利用・提供の禁止） 

３ 乙は，甲が提供する名簿で知り得た個人情報を利用目的以外の目的に利用し，又

は第三者に提供してはならない。 

 （安全管理措置） 

４ 乙は，甲が提供する名簿で知り得た個人情報の漏えい，滅失又は毀損の防止その

他の個人情報の安全管理のために必要かつ適切な措置を講じなければならない。 

 （役員への周知及び監督） 

５ 乙は，敬老事業の実施に携わる者（以下「役員」という。）に対し，敬老事業の

実施期間中及び実施期間後において，甲が提供する名簿で知り得た個人情報の内容

をみだりに他人に知らせ，又は不当な目的に使用してはならないことを周知し，こ

の覚書に基づく個人情報の取扱いに関する一切の義務を遵守させ，及び敬老事業の

実施のために取り扱う個人情報の安全管理が図られるよう，役員に対して必要かつ

適切な監督を行わなければならない。 

 （複写・複製の禁止） 

６ 乙は，甲の承諾があるときを除き，名簿を複写し，又は複製してはならない。 

（名簿の返還） 

７ 乙は，名簿について，敬老事業終了後，甲の指定した方法により，直ちに返還し

なければならない。 

（取扱状況の調査） 

８ 甲は，必要があると認めるときは，乙に対して，名簿の取扱状況について調査を

行うことができる。 

 （漏えい等の発生時における報告） 

９ 乙は，敬老事業の実施に関し，個人情報の漏えい，滅失，毀損その他の個人情

※両面印刷※  記入例  

表面 

町内会名記入 

※２部提出※ 
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報の安全の確保に係る事態が発生し，又は発生したおそれがあることを知ったと

きは，直ちに甲に報告し，甲の指示に従わなければならない。敬老事業が終了し

た後も，同様とする。 

 （事業の中止及び損害賠償） 

10 甲は，乙が本覚書に定める義務を履行しない場合又は法令に違反した場合には，

敬老事業を中止し，名簿の返還を求め，及び損害賠償を請求することができるもの

とする。 

 

 

 

本覚書締結の証として本書２通を作成し，甲と乙とが記名捺印の上各１通を保有す

る。 

 

 

令和５年  月  日 

          

甲 

 

三原市 

代表者 三 原 市 長  岡 田 吉 弘   印 

 
 

乙 

三原市港町三丁目５－１ 

〇〇町内会 

代表者 三原 太郎   印 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

裏面 

必ず代表者で記入 

※｢〇〇町内会｣印の場合は個人印も押してください 
※｢〇〇町内会長｣印の場合は個人印は不要です 
※町内会印が無い場合は個人印のみ押印してください 

空けておいてください 
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委  任  状 

 

 私は，下記受任者をもって代理人と定め，令和５年度中におけ

る下記の事項の権限を委任します。 
 

記 

 

 

敬老事業の対象者名簿受領に関する件。 

 

 

 

 

 

 

令和 ５ 年 ７ 月 25 日 

 

  三原市長 岡田 吉弘 様 

 

    委任者 住   所 三原市港町三丁目〇-〇 
 

団 体 名 ○○町内会 
 
代表者氏名 三原 太郎 

 

    
 受任者 住   所 三原市港町三丁目△-△ 

 
        氏   名 三原 次郎 
 

 
※代表者が手書きしない場合及び法人の場合は，押印してください。 

 

 

 

代表者で記入 

窓口に受け取りに 

来られる方を記入 

※名簿を窓口で受け取り希望される団体様で，代表者以外が 

来庁される場合は持参してください。 

記入例 
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◎敬老事業補助金交付申請書 
 

様式第２号（第７条関係） 

              年  月  日 

 

三   原   市   長  様 

団体名    ○○町内会           

代表者 住所  三原市港町三丁目５－１   

役職・名前 会長 三原 太郎  ㊞  

電話番号  0848－67－6055     

※代表者が手書きしない場合及び法人の場合は，押印してください。 

 

敬老事業補助金交付申請書 

 

敬老事業補助金の交付を受けたいので，三原市敬老事業補助金交付要綱第７条 

の規定により，次のとおり申請します。 

 

 １ 交付申請額  金   130,000     円也 

          （行事の開催   ＠2,600 円×  50   人＝ 130,000 円） 

                     （記念品等の配布 ＠2,000 円×     人＝         円） 

 ２ 対象高齢者     50   人 

  

 ３ 事業実施計画 

実 施 場 所 
○○公民館 

実 施 日 時 令和 5 年 9 月 19 日（火） 10 時 30 分～13 時 00 分 

食 事 の 提 供 ○有  ・ 無 食事の注文先 
三原○○食品 

内 容 敬老祝賀会 

４ 収支予算 

収 入                 支 出  

科 目 金額(円) 説 明  科 目 金額(円) 説 明 

補助金  130,000 2,600 円×50 人  食料費 50,000 弁当代 

寄付金    記念品購

入費 

90,000 タオルケット

紅白饅頭 

町内会支

出金等 

15,000   事務費 5,000 コピー代，

ハガキ代 

       

合 計 145,000   合 計 145,000  

注 欄内に記入できない場合は，別紙に記入してください。 

  

 
収入の合計と支出の合計は必ず一致させて下さい。 

代表者の住所，役職，名前，電話

番号を記入。市と連絡を取るうえ

で実務を行う方が別にいれば，別

途ご連絡ください。 

記念品配布のみの場合「敬老

記念品配布」等と記入 

敬老事業対象予定の人数をお書きください。

申請書提出後，対象者を減らすことはできま

すが，増える場合はご相談ください。 

※記念品配布のみを行う場合は記載不要 

記入例 
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◎敬老事業補助金交付決定通知書 

 

様式第３号（第８条関係） 

三高第 △△△ 号 

年  月  日 

 

  三原 太郎   様 

   

        三  原  市  長         □印  

 

 

敬老事業補助金交付決定通知書 

 

 

   年  月  日付けで交付申請のあった敬老事業補助金については，三原市

敬老事業補助金交付要綱第８条の規定により，次のとおり交付することに決定した

ので通知します。 

 

１ この補助金の対象となる事業及びその内容は，   年  月  日付による

交付申請書記載のとおりとする。 

２ 補助金に要する経費（補助基本額）及び補助金の額は，次のとおりとする。 

   補助事業に要する経費  金      円也 

   補助金の額       金      円也 

３ 補助条件は次のとおりとする。 

 (1) この事業の実施について，内容の変更又は中止をするときは，敬老事業補助

金交付変更申請書（様式第５号）を市長に提出しなければならない。  

 (2) この補助金について，その収入額及び支出額を記載した帳簿を備え，その使

途を明らかにしておくとともに，支出額については，その内容を証する書類を

整備し，補助事業の完了の日の属する年度の翌年度から５年間保存しなければ

ならない。 

 (3) 本事業が完了したときは，その日から起算して３０日を経過した日又は当該

年度の末日のいずれか早い日までに実績報告書を提出しなければならない。 

 (4) 前３号に定めるもののほか，三原市補助金等交付規則を遵守し，同規則に基

づく市長の処分，指示，請求には異議なく従わなければならない。 

※この書類は市から実施団体へ送付する書類です 

実績報告書（様式第 7 号）と 

交付請求書（様式第 9 号）に

転記 
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◎敬老事業補助金交付実績報告書 

様式第７号（第１１条関係） 

年  月  日 

三 原 市 長 様 

 

団体名    ○○町内会           

代表者 住所  三原市港町三丁目５－１   

役職・名前 会長 三原 太郎  ㊞  

電話番号  0848－67－6055     

※代表者が手書きしない場合及び法人の場合は，押印してください。 

 

敬老事業補助金交付実績報告書 

 

年  月  日付け三高第△△△号により交付の決定通知を受けた標記

の事業が完了したので，三原市敬老事業補助金交付要綱第１１条の規定により，関係

書類を添えて次のとおり報告します。 

 

１ 敬老事業の概要 

実 施 場 所 ○○公民館       ※記念品配布のみを行った場合は記載不要 

実 施 日 時 令和 5 年 9 月 19 日（火） 10 時 30 分～ 13 時 00 分 

敬老事業対象者数        50 人 

敬 老 会 出 席 者 数        25 人  ※記念品配布のみを行った場合は記載不要 

内  容 敬老祝賀会 

２ 収支決算 

（1）収入 

科 目 金額（円） 説 明 

補助金 130,000 2,600 円×50 人 

寄付金 10,000 お祝い 

町内会支出金等 5,000  

   

合 計 145,000  

 （2）支出 

注１ 欄内に記入できない場合は、別紙に記入してください。 

２ 支出を証する書類（領収書等）を添付してください。 

科 目 金額（円） 説 明 

食料費 50,000 弁当代 

記念品購入費 90,000 タオルケット，紅白饅頭 

事務費 5,000 案内状コピー代，ハガキ代 

   

合 計 145,000  

収入の合計と支出の合計は

必ず一致させて下さい。 

敬老事業補助金交付申請書に記載し

た方の住所，役職，名前，電話番号

を記入 

記念品配布のみの場合「敬

老記念品配布」等と記入 

市から送付される決定通知書の右上

から番号，日付記入 

記入例 
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◎敬老事業対象者名簿 

 

  

番号 氏名漢字 氏名かな 住所 枝番 方書

　　　　実施状況
○：会参加
キ：会不参加・記念品
　　 配布，記念品のみ

×：対象外

町内会名

1 ○○　○○ ○○　○○ ○○町△丁目 ○番○号 ○ ○○町内会

2 ○○　○○ ○○　○○ ○○町△丁目 ○番○号 ○ ○○町内会

3 ○○　○○ ○○　○○ ○○町△丁目 ○番○号 × ○○町内会

4 ○○　○○ ○○　○○ ○○町△丁目 ○番○号 キ ○○町内会

5 ○○　○○ ○○　○○ ○○町△丁目 ○番○号 キ ○○町内会

6 ○○　○○ ○○　○○ ○○町△丁目 ○番○号 ○ ○○町内会

7 ○○　○○ ○○　○○ ○○町△丁目 ○番○号 ○ ○○町内会

8 ○○　○○ ○○　○○ ○○町△丁目 ○番○号 キ ○○町内会

9 ○○　○○ ○○　○○ ○○町△丁目 ○番○号 × ○○町内会

10 ○○　○○ ○○　○○ ○○町△丁目 ○番○号 キ ○○町内会

11 ○○　○○ ○○　○○ ○○町△丁目 ○番○号 キ ○○町内会

12 ○○　○○ ○○　○○ ○○町△丁目 ○番○号 キ ○○町内会

13 ○○　○○ ○○　○○ ○○町△丁目 ○番○号 キ ○○町内会

14 ○○　○○ ○○　○○ ○○町△丁目 ○番○号 ○ ○○町内会

15 ○○　○○ ○○　○○ ○○町△丁目 ○番○号 キ ○○町内会

16 ○○　○○ ○○　○○ ○○町△丁目 ○番○号 × ○○町内会

17 ○○　○○ ○○　○○ ○○町△丁目 ○番○号 × ○○町内会

18 ○○　○○ ○○　○○ ○○町△丁目 ○番○号 キ ○○町内会

19 ○○　○○ ○○　○○ ○○町△丁目 ○番○号 キ ○○町内会

20 ○○　○○ ○○　○○ ○○町△丁目 ○番○号 ○ ○○町内会

21 ○○　○○ ○○　○○ ○○町△丁目 ○番○号 ○ ○○町内会

22 ○○　○○ ○○　○○ ○○町△丁目 ○番○号 ○ ○○町内会

23 ○○　○○ ○○　○○ ○○町△丁目 ○番○号 ○ ○○町内会

24 ○○　○○ ○○　○○ ○○町△丁目 ○番○号 キ ○○町内会

25 ○○　○○ ○○　○○ ○○町△丁目 ○番○号 キ ○○町内会

26 ○○　○○ ○○　○○ ○○町△丁目 ○番○号 × ○○町内会

27 ○○　○○ ○○　○○ ○○町△丁目 ○番○号 キ ○○町内会

28 ○○　○○ ○○　○○ ○○町△丁目 ○番○号 ○ ○○町内会

29 ○○　○○ ○○　○○ ○○町△丁目 ○番○号 キ ○○町内会

30 ○○　○○ ○○　○○ ○○町△丁目 ○番○号 キ ○○町内会

31 ○○　○○ ○○　○○ ○○町△丁目 ○番○号 キ ○○町内会

32 ○○　○○ ○○　○○ ○○町△丁目 ○番○号 ○ ○○町内会

33 ○○　○○ ○○　○○ ○○町△丁目 ○番○号 ○ ○○町内会

34 ○○　○○ ○○　○○ ○○町△丁目 ○番○号 × ○○町内会

35 ○○　○○ ○○　○○ ○○町△丁目 ○番○号 ○ ○○町内会

36 ○○　○○ ○○　○○ ○○町△丁目 ○番○号 キ ○○町内会

記入例 

敬老行事終了後名簿の実施状況欄に 

〇：会参加 

キ：会不参加・記念品配布，記念品のみ 

×：対象外 

を必ず記入してください。 

なお，会不参加で記念品配布も行わなか

った方は対象外です。 

※名簿提供を受けていない団体において

は，氏名・住所・実施状況等を記入した

名簿を作成して提出してください。 
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◎敬老事業補助金交付額確定通知書 

 

様式第８号(第１２条関係) 
第 □□□ 号 

令和○年○月○日 

   三原 太郎   様 

 

 

三  原  市  長         □印 

 

 

敬老事業補助金交付額確定通知書 

 

 

 令和○年○月○日付け 第 △△△ 号で交付決定した敬老事業補助事業補助金

の額を，令和○年○月○日付けで提出の敬老事業補助金交付実績報告書に基づき，次

のとおり確定したので,三原市敬老事業補助金交付要綱第１２条の規定により通知し

ます。 

 

 

 

      交付決定額     金  １３０，０００   円也 

 

 

      確 定 額     金  １３０，０００   円也 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

例 

※この書類は市から実施団体へ送付する書類です 

確定額を請求書の補助金請求額

へ記入 
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◎敬老事業補助金(概算払)交付請求書 

 

様式第９号（第１３条関係） 

年  月  日 

 

  三  原  市  長   様 

 

団体名    ○○町内会           

代表者 住所  三原市港町三丁目５－１   

役職・名前 会長 三原 太郎  ㊞  

電話番号   0848－67－6055    
       ※代表者が手書きしない場合及び法人の場合は，押印してください。 

 

 

敬老事業補助金(概算払)交付請求書 

 

    令和○年 ○月 ○日付け三高第 △△△ 号で補助金の交付決定を受けた敬老

事業補助金について，次のとおり請求します。 

 

 

補助金請求額  金   １３０，０００  円也 

 

 

口 座 振 替 依 頼 書 

 

   なお，補助金の支払いに当たっては，次の口座にお振り込みください。 

◎振込口座は，金融機関か郵便局のどちらか一つを選択し，☑を入れてください。 

 

 

振 

 

込 

 

先 

フリガナ 

口座名義人 

□ 

金融

機関 

金融 

機関名 

銀  行

農  協

信用金庫

信用組合

支店名 
支店

出張所

預金 

種別 
１ 普通 ２ 当座 口座番号        

☑ゆうちょ銀行 記号 1 5 1 7 0 番号  1 2 3 4 5 6 1 

記入例 

口座は，実施団体名義のものとしてください。

団体名義の口座がない場合は，敬老事業の代表

者名義の口座をお書きください。 

確定通知書記載の確定額を

記入 

※請求金額を誤記入した場

合，訂正できません。新しい

様式で書き直しとなります。 

補助金交付申請書,実績報告書に

記載した代表者の方の住所，名前，

電話番号を記入 

決定通知書（確定通知では

ありません）右上の日付，

番号を記入 

 


